
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２３年３月３１日（木） ０７時００分ごろ～１６時５０分ご

ろの間） 

発生場所 
 

不明（琵琶湖北部の滋賀県長浜市大浦の湖岸～同市竹
ちく

生
ぶ

島東方２,０００ｍ

付近の間） 

事故調査の経過  平成２３年４月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての操縦者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡した

ため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 吉田
よしだ

号、５トン未満 

 ２７０－４１７９６滋賀、個人所有 

 ４.３７ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３６.８０kＷ、平成９年７月 

 最大搭載載人員 旅客４人、船員１人計５人 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ５０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年５月１８日 

  免許証交付日 平成１４年４月１４日 

         （平成１９年４月２３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 ２人（操縦者及び同乗者） 

 損傷 機関等が濡損 

 事故の経過  本船は、操舵室及び船室がなく、船尾部に船外機を備えたモーターボー

トであり、操縦者が、貸ボート業者（以下「本件業者」という。）から借り

受け、同乗者１人と共に乗船し、平成２３年３月３１日０７時００分ご

ろ、トローリングによる釣りを行うために大浦の湖岸から出航した。 

 本船は、１６時５０分ごろ、長浜市丁野
ちょうの

川河口の西方３,１００ｍ（竹

生島東方２,０００ｍ）付近において、航行中の船舶により、船底を上にし

て転覆した状態で漂流しているところを発見され、１１０番通報された。 

 滋賀県警察本部の警備艇やヘリコプターなどが付近水域を捜索した結

果、１７時５５分ごろ、本船発見場所付近において漂流している操縦者が

発見され、また、１９時０５分ごろ漂流している同乗者が発見され、病院

に搬送された。 

 操縦者及び同乗者は、病院で死亡が確認され、死因は溺死と検案され

た。 

 本船は、警備艇により発生場所の東方にある長浜市早崎へえい
．．

航され

た。 
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 気象・海象  (1) 気象 

   気象観測値 

   本船発見場所の東南東方１０km付近に位置する長浜市所在の長浜地

域気象観測所の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時:分）

１０分間平均 最大瞬間 
降水量

（mm）風向 
風速

（m/s）
風向 

風速

（m/s） 

06:00 SE 0.3 E 1.0 0.0 

07:00 ESE 0.4 E 1.9 0.0 

08:00 SE 0.8 SE 1.5 0.0 

09:00 SSW 1.5 SSW 2.3 0.0 

10:00 NW 1.4 WNW 2.9 0.0 

11:00 NNW 3.8 NNW 7.2 0.0 

12:00 NNW 4.9 NNW 9.5 0.0 

13:00 NW 2.6 WNW 7.5 0.0 

14:00 NW 3.9 N 7.8 0.0 

15:00 NW 4.4 NNW 9.4 0.0 

16:00 NW 3.7 WNW 9.6 0.0 

17:00 NW 3.3 WNW 7.3 0.0 

18:00 NW 3.0 NW 6.4 0.0 

 (2) 海象 

   波高 不詳、水温 約８～９℃ 

 その他の事項  本件業者は、１５年前から貸ボート業を営んでおり、船外機付きのボー

ト１７隻及び手こぎボート５隻を所有していたほか、顧客から依頼された

ボートなど約３０隻を保管していた。 

 操縦者は、平成１７年７月１７日に初回のレンタル申込書を記載してお

り、その後、１０回程度貸しボートで釣りに出掛けていた。 

 本件業者は、本事故当日の０６時３０分ごろ、来店した操縦者及び同乗

者と共に本船の船体の損傷状況などを確認するとともに、口頭で風が吹い

てきたら避難することなどについて注意し、１７時００分ごろまでに帰港

するように伝えて本船を貸し出した。また、本件業者は、操縦者及び同乗

者が膨張式の救命胴衣を持参しているのを知っていたが、黄色の固形式の

救命胴衣を貸し出した。 

 琵琶湖では、びわます釣りとブラックバス釣りが盛んであり、いずれも

トローリングにより釣りを行っており、この釣りに慣れている本件業者の

顧客は、竹生島周辺で釣ることが多かった。 

 貸しボートは、貸出し時間が１７時００分までとなっており、これま

で、操縦者が釣りに出掛けたときには、１７時１０分ごろ帰港していた。 

 本件業者は、１７時２０分ごろになっても帰港しないので、操縦者の携

帯電話にかけてみたがつながらず、１７時３０分ごろ警察から電話で帰還

の有無の確認があった。 

 本船は、引き揚げられたとき、操縦ハンドルが中立の位置にあり、プロ

ぺラにトローリングの釣り糸が絡まっていた。 

 操縦者は、上下ダウンの防寒衣の上に膨張式の救命胴衣を着用してお

り、また、同乗者は、ジャンパーと胸のところまであるウェーダー（胴長

靴）を着用しており、その上に膨張式の救命胴衣を着用していた。 
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  操縦者及び同乗者は、発見された時、いずれも救命胴衣が膨張してい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

あり 

 本船は、０７時００分ごろ琵琶湖北部の長浜市

大浦の湖岸を出航後、１６時５０分ごろ竹生島東

方２,０００ｍ付近で転覆した状態で発見されたこ

とから、この間において、転覆したものと考えら

れる。 

 本船が出航後には、１０時００分ごろ風向が南

寄りから北寄りに変化するとともに、１１時００

分ごろから風速が増し、１２時００分の最大瞬間

風速が９.５m/sに達しており、本船は、風の影響

を受けたことから、転覆した可能性があると考え

られる。 

 操縦者及び同乗者は、本船が転覆した際に落水

したか、プロペラに絡まった釣り糸を外そうとし

た際に落水した可能性があると考えられるが、落

水に至った状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

 操縦者及び同乗者の死因は、溺死であった。 

 操縦者及び同乗者は、落水したことから溺水し

たものと考えられるが、溺水に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、琵琶湖北部の長浜市大浦の湖岸を出航後、風の影響

を受けたため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




